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・高齢者介護に関する支援機器のニーズ調査
　　　　　－インタビュー調査ー

• 新型コロナウィルス感染症については、介護施設・高齢者病院
では引き続き複数名の感染者発生等影響が出ている

• 令和４年度より令和５年度のコロナ対応のほうが、現場は苦し
い状況という声が寄せられた

• このため、インタビュー調査は実施しなかった



■企業対象の教育活動
認知症の人の自律と自立を尊重する認知症介護に関する企業
向け教材の開発・販売
■介護者対象の教育活動
認知症の人の介護スタッフや家族介護者を対象とした教材の開発・販売

• 動画コンテンツの作成　３編（各10～15分程度）
ü認知症の人の自律と自立を支援するための基本的な知識
　－国際生活機能分類ICF－
ü認知症の人の生活障害の理解とケア－入門編－
ü在宅介護ロボットに関する高齢者、家族、在宅ケアスタッフの認識　
　－日本、アイルランド、フィンランドの調査から（コロナ禍前）－



認知症の人の自律と自立を支援するための
基本的な考え方

l WHOの国際生活機能分類における人間の捉え方（ICFの視点）
が重要である

u 　　ICF:　International　Classification of 
　　　　  　　　Functioning Disability and Health
                   生活機能



生活機能（WHOによる国際生活機能分類ICF）
□人間が生活する上で使っている全ての機能

□人間を理解するための共通言語

□できることもできないことも正当にとらえられる
具体例：手と腕の生活機能

　　１　引く　　　　　　　　　　　６　にぎる　　　　　　　１１　ノックする

　　２　押す　　　　　　　　　　 ７　たたく　　　　　　　 １２　ふる

　　３　手を伸ばす　　　　　   ８　なでる　　　　　　　１３　しぼる

　　４　投げる　　　　　　　　   ９　つぶす　　　　　    １４　つまむ　　　 
　　５　つかまえる　　　　　 １０　つかむ　　　　       １５　もむ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １６　つつく

生活機能で人間を理解するということ



□人間が生活する上で使っている全ての機能
□人間を理解するための共通言語

　　

生活機能とは

障害とは
□生活機能が低下した状態

　　



生活機能の各レベルの特徴と障害

心身機能・身体構造

生物レベル

（生命レベル）

活　動

個人レベル

（生活レベル）

参　加

社会レベル

（人生レベル）

体の働きや精神の働き、
また体の一部分の構造
のこと。

心身機能・身体構造の障害

生きていくのに役立つ
様々な生活行為のこと。

目的をもってひとまとまり
をなした行為であり、日常
生活動作（ADL)から家事、
仕事、人との交際、趣味、
スポーツなどに必要な多く
の行為を含む。

活動制限

社会的な出来事に関与し
たり、役割を果たすこと。

例えば主婦の役割、仕事
の場での役割、家族の一
員としての役割、地域社会
（町内会や交友関係）の中
での役割、その他色々な
社会参加の中での役割。

参加制約

引用文献：いきいきとした生活機能の向上をめざして　　高齢者リハビリテーション研究会報告書から見えてきたこと

　　　　　　　から一部改変



ＩＣFの構成要素間の相互作用

社会的な出来事に関与し
たり、役割を果たすこと

生活機能に影響を及ぼす
外的背景因子

健康状態
（変調または病気）

　心身機能
　身体構造

体の働きや精神の働き、
また体の一部分の構造のこと

活動 参加

環境因子 個人因子

生きていくのに役立つ
様々な生活行為のこと

生活機能に影響を及ぼす
内的背景因子



医学モデル 社会モデル

障害とは 疾病や身体の変調
によっておこる

克服手段
治療
リハビリによる

社会・環境側
の改善による

その人がどのような人生を送りたいか、また障害の内容に応じて、

ことが !!
すなわち、医学モデルと社会モデルの統合

医学/社会モデルで障害をとらえ克服する

環境によって
作られる



私のグループホームに入居
するAさんは、物忘れはひど
くなっていますが、先日夜
間、やかんに排尿していま
した。これって、すごいこ
とだと思いませんか！！皆
さんは、やかんに排尿でき
ますか？

Aさんの「できること」です。
このようなAさんの「できる
こと」を大切にして、Aさん
を支援していきたいと思い
ます！！

でも、Aさんの「できること」
を尊重したケアプランを立
案するにはどうしたらいい
の、諏訪さん？？？



国際生活機能分類ICF
排泄に関する生活機能

排泄　toileting
排泄（排尿、排便）を計画し、遂行するとともに、
その後清潔にすること
• 排尿の管理 regulating urination
排尿を調整し適切に行くこと。例えば、尿
意を表出すること。排尿に適した姿勢をと
ること。排尿に適した場所を選び、そこに
いくこと。排尿前後に衣服を着脱すること。
排尿後に身体をきれいにすること



医学モデルに基づいた障害克服策
抗認知症薬

ただし進行を遅らせることが目的．
早期から服用すると、より効果が得られる

l ドネペジル（アリセプト）
l ガランタミン（レミニール）
l リバスチグミン貼付剤（リバスタッチパッチ）
l メマンチン（メマリー）
（メマンチンは、他の抗認知症薬と作用機序が異なるので併用可）



抗認知症薬の留意点
ドネペジル ガランタミン リバスチグミン貼

付剤
メマンチン

副作用 嘔気　嘔吐　下痢　
徐脈（心房細動　喘
息　活動性消化性潰
瘍の場合は用いない）

嘔気　嘔吐　高血圧　
徐脈（心房細動　喘
息　活動性消化性潰
瘍の場合は用いない）　

高血圧　徐脈（心房細
動、喘息　活動性消化
性潰瘍の場合は用いな
い）　

浮動性めまい（ふ
らつき）　眠気　
便秘　高血圧

飲み忘れ
時の対応

血中半減期が長いた
め、１日程度の服薬
の中断は効果に影響
がない。服用の有無
が不明の場合は、翌
日から服用

血中半減期が短いた
め、飲み忘れに気づ
いた時は、できるだ
け早く１回分を服用
する。次に服用する
のが５時間以内なら
服用せず、次の服用
時間に１回分を服用

血中半減期が短いため、
貼付忘れに気づいた時
は、できるだけ早く１
日分を貼付する。翌日
からは通常の時間に貼
付する

血中半減期が長い
ため、１日程度の
服薬の中断は効果
に影響がない。服
用の有無が不明の
場合は、翌日から
服用



自律と自立を目指して
社会モデルに基づいたAさんのケアプランとは

• 夜間でもトイレの場所がわかるようにするために、
トイレに電気をつけて、ドアを少し開けておく

• 夜間、Aさんの部屋にポータブルトイレや蓋つきの
ごみ箱を準備する

• やかんに排尿しても、排尿する場所・容器を選ぶ
力を発揮しているということなので、異常ではな
いことをケアスタッフ皆で理解する

• 排尿リズムを把握して、ケアスタッフがトイレ誘
導する



治療とケアによって生活のしづらさを作り出している
生活障害が改善されることで、認知症があっても安心
して暮らし続けることにつながる

生活障害とは
　

　認知症による認知機能障害によって
日常生活における様々な生活行為が困難に

なった状態

医師、介護福祉士、
社会福祉士、作業
療法士、看護師と
ともにアルツハイ
マー型認知症の重
症度ごとに生活障
害とケアを明確化

厚生労働科学研究費補助金「都
市部における認知症有病率と認
知症の生活機能障害への対応
（課題番号H23-認知症-指定-
004）」（研究代表者：朝田隆、分
担研究者：諏訪さゆり）



食べることに関する具体的生活障害
軽度 中等度 重度

・料理が面倒になる
・同じおかずを作る
・料理の火を消し忘れる
・まだ冷蔵庫にある食材
を何回も購入する
・冷蔵庫の整理や賞味
期限の管理ができない
・料理の味付けがおか
しくなる
・咀嚼の回数が減る
・家電製品を適切に扱
えず壊してしまう

・調理前の食材を食べ
る
・お茶を入れる手順が
わからない
・ふたを扱えない
・料理の温度の見当が
つけられない
・まんべんなく食べなく
なり、摂取内容が偏る
・一口量を調整できない
・おすましを認識できな
い
・料理をしながら後片付
けができない

・料理との位置関係で
適切な位置に座れない
・食べ始めない
・適切な大きさに切り、
裂くことができない
・手づかみで食べる
・一皿ずつ食べる
・空になった食器に食事
道具をあてている
・口に食べ物を運べな
い
・咀嚼・嚥下しない

本研究は厚生労働科学研究費補助金を受けて実施した研究「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能
障害への対応（課題番号H23-認知症-指定-004）」（研究代表者：朝田隆、分担研究者：諏訪さゆり）の一部である。

具体的なケアを考えましょう!!



高齢者の在宅介護ロボットの
研究開発と社会実装における

倫理的課題

フィンランド、アイルランド、日本との
国際共同研究



背景と目的
高齢社会では、Ageing in Placeを推進するためにも、在宅高齢
者の介護ロボットの開発と社会実装が喫緊の課題である。その
ためには、認知症などによって意思決定能力が低下した者も含
めて研究対象者や利用者への倫理的配慮が不可欠となる。しか
し、意思決定能力が低下している高齢者を対象とした研究倫理
は、世界的に見ても整備されていない。
そこで本研究では、特に認知症対策に熱心な日本、アイルラン
ド、フィンランドの高齢者、家族介護者、在宅ケア専門職を対
象として、在宅見守りロボットをはじめとする在宅介護ロボッ
トの研究開発と社会実装に関する倫理的課題をどのように認識
しているかを明らかにすることを目的とした。
本研究における在宅介護ロボットの定義
形状はさまざまであるが、高齢者とその
周囲を感知し見守る機能や、双方向で会
話ができるコミュニケーション機能など
の高齢者と介護者の支援機能を持ってい
る機器、システムの総称



日本、アイルランド、フィンランドにおける
高齢者介護の特徴

アイルランドとフィンランドを日本と比べるという構想は、総人口に占める高齢者の割合や認知症の有病率、
国家としての認知症対策の設定に基づいている。また、欧州のなかでも高齢化が遅いアイルランドと、日
本・イタリア・ドイツほどではないが、OECDの平均は上回っているフィンランドとの比較は有意義である
と考えた。その上、政策的な基盤は３か国で大きく異なっており、自治体を中心に福祉サービス・インフラ
ストラクチャーを充実させたフィンランドと高齢者への支援を第三セクターに任せ、自治体の基盤も弱いア
イルランドでは、在宅介護ロボットへの期待や需要にも違いがあることが予測された。



研究方法
２）調査票の開発、分析方法、倫理的配慮

• 調査票の開発：日本チームが過去に実施した研究における調査票や海外で実施さ
れた調査等をふまえて、本研究の自記式無記名調査票を日本語、英語、フィンラ
ンド語、スウェーデン語で開発した。

• 分析方法：３か国の特徴を明らかにするために、
SPSS（ver. 26）を用いて、統計学的分析を実施
した。検定は、カイ二乗検定を用いた。

• 倫理的配慮：本研究は、千葉大学大学院看護学研
究科倫理審査委員会、アイルランド国立大学ダブ
リン校倫理審査委員会およびフィンランド自治体
から承認を受けた上で実施した。

表1　対象者の基本属性 N=1004調査項目

①基本属性　
②在宅介護ロボットを使用する意向
③在宅介護ロボットの開発に参画する際のリスクとベネフィ
　ットに関する考え
④在宅介護ロボットの使用を検討する際に重要視する観点

⑤意思決定能力低下時の在宅介護ロボットの使用の意思決定
　や代諾に関する考え
⑥在宅介護ロボットの使用におけるプライバシー保護に関す
　る考え
⑦在宅介護ロボットに期待する機能など



結果
１）ロボットとのかかわり、および在宅介護ロボットの使用意思

日本は、ロボットとかかわりのある者が多かった。
「家族の介護のため」あるいは「自身の介護のため」に在宅介護ロボットを使用したい者はそれぞれ約50～70％であり、日本（70％、72％）が最も高かった（p = .000）。使用
の意思決定は、3か国共に90％前後の者が「利用者自身で決めるのがよい」としたが、愛97％が最も高かった（p = .005）。「家族の都合で決めるのがよい」と回答した者は日本
が最も低く67％（愛・芬は約80％）、「医療・介護の専門職が決めるのがよい」とした者も日本45％（愛74％・芬61％）であった（p = .000）。しかし、「利用者が決められ
なくなった場合は家族に決めてもらってよい」とした者は日本が最も高く94％（愛76％、芬83％）であった（p = .000）。

図2　在宅介護ロボットの使用意思

図3　在宅介護ロボットの使用の意思決定

「そう思う」
「ややそう思う」***

「使用したい」
「どちらかと言えば使用したい」

***

***

***

***

***

**

*** p<.001  ** p<.01* p<.05
図1　ロボットとのかかわり

「おおいにある」
「少しある」

***

***

***

***

***

N=1,004



結果
２）在宅介護ロボットについて重要視する観点

在宅介護ロボットの使用を検討する際に重要視する観点として最も高かったのは、日本は安全性97.9％であり、次いで正確性97.1％、経済性96.6％であった。愛で最も高かっ
たのは、在宅介護ロボットの使用にかかわらず人間同士の交流を大切にする介護を受けられる権利の保障89.0％であり、次に心の豊かさの向上・癒し効果88.8％、法的規制の整
備85.4％であった。芬については、在宅介護ロボットの使用にかかわらず人間同士の交流を大切にする介護を受けられる権利の保障93.4％、耐久性91％、法的規制の整備
89.7％の順であった。

図4　在宅介護ロボットについて重要視する観点

「重要である」
「やや重要である」

**

「重要である」
「やや重要である」

***

*

***

**

***

***

**

***

***

***

***

**

**

*
*** p<.001  ** p<.01* p<.05



１位 ２位 ３位

日本 安全性（97.9%） 正確性（97.1%） 耐久性（96.9％）

アイルランド 在宅介護ロボットの使
用にかかわらず人間同
士の交流を大切にする
介護を受けられる権利
の保障（89.0%）

心の豊かさの向
上・癒し効果
（88.8%）

法的規制の整備
（85.4%）

フィンランド 在宅介護ロボットの使
用にかかわらず人間同
士の交流を大切にする
介護を受けられる権利
の保障（93.4%）

耐久性（91.0％） 法的規制の整備
（89.7%）

結果
２）在宅介護ロボットについて重要視する観点



結果
３）在宅介護ロボットの研究開発と社会実装に関する
　　意思決定やプライバシー保護に関する認識

◆在宅介護ロボットが取得する情報について、「本人の許可があれば在宅介護ロボットは利用者を特定できる写真や動画を撮ってもよい」と回答した者は、日本が55％で最も高く、愛と芬は45％程度
であり有意差がみられた（p = .035）。「本人が特定できない写真や動画の撮影についてよい」とする者は、3か国とも数％上昇するに留まり、しかも有意差はなかった。バイタルサインや音声、位置
に関する情報の利用については、3か国とも約70～90％の者が医療・介護の専門職が利用してもよいと回答していた。「医療・介護の専門職が在宅介護ロボットが取得した利用者の二次情報を使用して
よい」と回答した者は、芬が75%で最も高かった（日本、愛ともに64％）（p= .024)。
◆「利用者との合意があれば、見守りのために家族以外の頼れる人が使用してもよい」と回答した者は3か国とも約70％であり、有意差は見られなかった。
◆研究・開発への参加については、「在宅介護ロボットの研究・開発に参加することで他の人や社会の役に立ちたい」と回答した者は愛82％が最も高く（日本70％、芬68％）（p = .006）、しかし、
「自分にもメリットがあるなら研究・開発中でも使用してみたい」と回答した者は、3か国とも低下していた（日本66％、愛75％、芬59％）（p = .007）。

「そう思う」
「ややそう思う」

「そう思う」
「ややそう思う」

図5　在宅介護ロボットの研究開発と社会実装に関する意思決定やプライバシー保護に関する認識

*

*

*

**

**

*** p<.001  ** p<.01* p<.05



結果
４）在宅介護ロボットに期待する機能および
　　３か国における順位

在宅介護ロボットに期待する機能については、3か国において上位5位以内に含まれた機能は極めて類似していた。3か国ともに5位以内に含まれた機能には、「高齢者に異変が起こった
時に、家族や支援者に知らせる」「予定や日にちや時間になったら、高齢者に行うべきことを伝える（薬の内服、デイサービスに行くなど）」「不審人物の自宅への侵入を家族や支援者
に知らせる」が挙げられた。その他には、「医師の処方通りに高齢者が薬を服薬できたことを確認する」が日本とフィンランドで、「高齢者の日常生活に必要な動作をサポートする」は
日本とアイルランドで、「転倒を予防するために床の障害物を発見する」はアイルランドとフィンランドにおいて上位5位以内に含まれた。

図6　在宅介護ロボットに期待する機能
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令和６年度の計画内容

•介護現場のニーズヒヤリング調査（１~２施設）
•認知症の人の自律と自立を尊重する認知症介護に関する
企業向けの教材の開発、販売（２コンテンツ）

•テクノロジーの利用による認知症の人の自律と自立を尊
重する介護実践の普及を目指して、介護スタッフや家族
介護者を対象とした教材の検討と開発、販売（１コンテ
ンツ）



ありがとうございました
令和６年度もよろしくお願いします

• インタビューを依頼したい施設、事業所やインタビュー内容等
がありましたら、お知らせください。


